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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２９年２月２３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２８年８月２１日 １４時５０分ごろ 

発生場所 愛媛県今治市今治港 

今治港蔵敷
くらしき

防波堤灯台から真方位１５１°１.２海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°０２.８′ 東経１３３°０１.９′） 

事故の概要 水上オートバイ政興業
まつりこうぎょう

は、北西進中、今治港富田新港南岸の捨て

石に乗り揚げた。 

政興業は、船長及び同乗者１人が負傷し、船底部外板に亀裂等を生

じた。 

事故調査の経過  平成２８年９月６日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

水上オートバイ 政興業、０.１トン 

 ２８１－４３１２９愛媛、個人所有 

 ２.８５ｍ（Lr）×１.０６ｍ×０.４３ｍ、ＦＲＰ 

 ガソリン機関、２２１kＷ、平成２７年８月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ２１歳 

 特殊小型船舶操縦士 

  免許登録日 平成２６年５月３０日 

  免許証交付日 平成２６年５月３０日 

         （平成３１年５月２９日まで有効） 

 死傷者等 軽傷 １人（船長）、負傷 １人（同乗者Ａ） 

 損傷 船底部外板に亀裂等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の中央期 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、３人用座席の最前部で操縦に当た

り、友人１人及びバーベキューで知り合った知人１人（以下「同乗者

Ａ」という。）がそれぞれ同座席の中央部及び最後部に腰を掛け、別

の知人３人を乗せたバナナボートを長さ約１０ｍのえい
．．

航索で連結し

て‘今治港南方にある織田
お だ

ヶ浜’（以下「本件砂浜」という。）からえ
．

い
．
航を開始した。 

 船長は、本件砂浜から北東進して沖に出ようとしたものの、船首方
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に遊走する２台の水上オートバイを、右舷方に複数の遊泳者をそれぞ

れ視認したので、一旦、今治港富田新港南岸に近寄って、同水上オー

トバイの遊走海域を迂回しながら北東方の沖に出ることとし、左転し

て北進した。 

 船長は、その後、スロットルレバーを半開の状態で右舷方となった

２台の水上オートバイに注意を向けながら、更に左転して北西方に転

じて航行を続け、船首方を見たところ、捨て石に接近していることに

気付き、スロットルレバーから指を離した。 

 本船は、船長がスロットルレバーから指を離したものの、平成２８

年８月２１日１４時５０分ごろ、今治港富田新港南岸の捨て石に乗り

揚げて右舷側に倒れた。 

 船長は、右手の甲に擦過傷を負った。 

 船長は、本船が乗り揚げた際、本船の最後部座席の同乗者Ａが落水

して負傷したのを認めた。 

 周囲にいた人は、本事故を目撃し、海上保安庁に本事故の発生を通

報した。 

 本船は、知人のプレジャーボートで引き出され、自力で所属するマ

リーナに帰った。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項  船長は、友人主催のバーベキューに他の友人３人と参加していた。 

 船長は、平成２６年ごろから１年に約２～３回水上オートバイを操

縦しており、平成２８年に入って２回目の操縦でバナナボートをえい
．．

航するのは初めてであった。 

 船長は、船首方の捨て石に接近していることに気付いた際、操縦ハ

ンドルを操作しようとしたものの、操縦ハンドルを操作するとえい
．．

航

しているバナナボートが遠心力で振れて捨て石に乗り揚げると思い、

操縦ハンドルを操作できなかった。 

 船長は、飲酒をしていなかった。 

 バナナボートは、本事故発生時、えい
．．

航索が本船から外れて本船の

左舷船尾方で漂流していた。 

 船長、友人、同乗者Ａ及びバナナボートの搭乗者３人は、全員救命

胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、今治港富田新港の南岸沖を北西進中、船長が、右舷方を遊

走する水上オートバイ２台に注意を向け、船首方の見張りを適切に行

っていなかったことから、富田新港南岸の捨て石に接近していること

に気付くのが遅れ、同捨て石に乗り揚げたものと考えられる。 
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 本船が乗り揚げた際、同乗者Ａが落水して負傷したものと考えられ

るが、同乗者Ａから情報が十分に得られなかったため、負傷の状況を

明らかにすることができなかった。 

原因  本事故は、本船が、今治港富田新港の南岸沖を北西進中、船長が、

右舷方を遊走する水上オートバイ２台に注意を向け、船首方の見張り

を適切に行っていなかったため、富田新港南岸の捨て石に接近してい

ることに気付くのが遅れ、同捨て石に乗り揚げたものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航行中、常時適切な見張りを行うこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

愛媛県 
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富田新港 

愛媛県 

 今治市 

今治港蔵敷防波堤灯台 

事故発生場所 

（平成２８年８月２１日 

 １４時５０分ごろ発生） 

２隻の水上オート

バイが遊走してい

た場所 
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港界 

今治港 


